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新型コロナウイルス感染症に伴う� �
水道料金・下水道使用料の
支払い猶予の受け付け�
を 再 開 し て い ま す
　新型コロナウイルス感染症に伴
い、収入が減少している場合など、一
時的に水道料金・下水道使用料の支
払いが困難な方に対して、支払い猶
予の受け付けを再開しました。個人、
法人ともに対象となります。
※詳細は、東京都水道局ホームペー
ジをご覧ください。
問東京都水道局多摩お客さまセンタ
ー☎☎０５７０・０９１・１０１（ナビダイヤ
ル）または☎☎０４２・５４８・５１１０、町田
市下水道経営総務課☎☎７２４・４２９５

国 民 年 金 保 険 料 の�
産 前 産 後 免 除 制 度
　国民年金第１号被保険者が出産し
た際は、産前産後期間の国民年金保
険料が免除されます。
　２０１９年２月１日以降に出産した方
は、出産月の前月から４か月間の国
民年金保険料が免除になります（多
胎の場合は出産月の３か月前から６
か月間）。
※必要書類等の詳細は町田市ホーム
ページをご覧ください。
問保険年金課国民年金係☎☎７２４・
２１２７
介護保険の住宅改修に伴う
施工業者向け研修会
　来年４月から３年間、町田市で介護
保険住宅改修の「受領委任払い事業
者」として登録を希望する住宅施工
業者に、登録・更新に必要な研修会を
開催します。
　今年度は、新型コロナウイルス感
染防止の観点から、書面開催としま
す。後日、受講確認書の提出をいただ
くことで受講完了となります。
対介護保険の住宅改修を行う施工業
者
申１月１４日までに電話で介護保険課
（☎☎７２４・４３６６）へ。

町田市要約筆記者登録試験
　聴覚障がいがある方の情報保障を
援助する要約筆記者の登録試験を行
います。
対福祉に理解のある市内在住、在勤、
在学の、２０２１年４月時点で２０歳以
上で、要約筆記者養成課程修了相当
の方
日２月２１日㈰午後１時から
場市庁舎
内筆記・実技試験、面接
申申込書（障がい福祉課〔市庁舎１
階〕、各障がい者支援センター、町田
ボランティアセンターで配布、町田

市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、１２月１８日まで（必着）
に直接または郵送で障がい福祉課
（〒１９４－８５２０、森野２－２－２２）
へ。
問障がい福祉課☎☎７２４・２１４８
配布しています
ハートページ２０２０～�
２ ０ ２ １年・町 田 市 版
　介護サービス事業者の情報を始
め、介護保険制度の説明やサービス
の利用相談窓口等を紹介した「ハー
トページ２０２０～２０２１年・町田市
版」を次の場所で配布しています。
配布場所介護保険課・高齢者福祉課
（市庁舎１階）、各市民センター、各高
齢者支援センター
問介護保険課☎☎７２４・４３６６

献血にご協力ください
日１２月１８日㈮、午前１０時～１１時
４５分、午後１時１５分～３時４５分
場ワンストップロビー（市庁舎１階）
問福祉総務課☎☎７２４・２５３７
リニューアルしました
市庁舎こもれび広場
　市庁舎正面玄関西側のこもれび広
場の舗装が新しくなり、より通行し
やすくなりました。また、路面にライ
トを埋め込み、夜間は５色に彩られ
ます。
　リニューアルしたこもれび広場
を、ぜひご覧ください。
問市有財産活用課☎☎７２４・２１６５
大地沢青少年センター～６月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方が過半数
のグループまたは個人
申１２月５日午前８時３０分から電話で
同センター（☎☎７８２・３８００）へ。
※初日の午前８時３０分～午後１時の
受付分は抽選、午後１時以降は申し
込み順に受け付けます。
※６月１日、８日、１５日、２２日、２９日は
利用できません。
せせらぎの里　町田市自然休暇村～
６月分の
利 用 受 付 開 始
対市内在住、在勤、在学の方とその同
行者
場町田市自然休暇村（長野県南佐久
郡川上村）
申１２月１日午前８時３０分から電話で
自然休暇村（錆０１２０・５５・２８３８）へ
（自然休暇村ホームページで申し込
みも可）。
※初日の午後１時までの受付分は抽
選（自然休暇村ホームページで受付
分も含む）、午後１時以降は申し込み

順で受け付けます。詳細は自然休暇
村（☎☎０２６７・９９・２９１２）へお問い合
わせいただくか、自然休暇村ホーム
ページの空室情報をご覧ください。
※６月８日～１０日、１７日、２３日、２４
日、２９日は利用できません。
町田市民文化祭　春の催し
町田市民美術展出品者募集
　２月２７日㈯～３月７日㈰（３月１日
は休館日）に国際版画美術館で開催
する、同展の展示作品の募集です。
対市内在住、在勤、在学、または市内
に美術活動拠点がある１８歳以上の
方
展示内容絵画・版画・デザイン・彫刻
部門、手芸・工芸・写真・人形部門、書
道部門
費１作品４０００円
申１月１８日まで（消印有効）
※詳細は出品規定（各市民センター、
各市立図書館、生涯学習センター等
で配布）をご覧ください。
※新型コロナウイルスの感染状況に
よって開催を中止する場合は、申し
込み済みの方に個別にご連絡しま
す。最新情報は、町田市文化協会・町
田市ホームページをご覧ください。
※美術展の内容、出品規定について
は町田市民美術展事務局（☎☎７３５・
３５６７）へお問い合わせください。
問文化振興課☎☎７２４・２１８４

催し・講座催し・講座
　参加の際は、検温・手洗い・マス
ク着用などの感染症対策をお願い
します。

生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
昔の道具で想い出語り
　三輪の森ビジターセンターには、
鶴川地域で使われていた昔の道具が
展示されています。
　市立博物館に所蔵している昔の道
具を見て、思い出を語りませんか。

日１２月１６日㈬、午前１０時～１１時、
午後１時～２時（各回とも同一内容）
場和光大学ポプリホール鶴川３階多
目的室
定各２５人（先着順）
問生涯学習センター☎☎７２８・００７１
町田新産業創造センター～創業・起
業に関する
相談会・オンラインセミナー

【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日１２月５日、１９日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の前日正午までに同セ
ンターホームページで申し込み。
【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
　Ｚｏｏｍミーティングでのオンラ
インセミナーで創業に関する知識を
学びます。
日①１２月９日㈬午後２時～３時②１２
月９日㈬午後３時１５分～４時１５分③
１２月１８日㈮午後２時～３時④１２月
１８日㈮午後３時１５分～４時１５分
内①基礎・経営～３年後の将来像を
明確にしよう　経営計画策定基礎②
基礎・財務～資金調達が上手くいく
！創業融資「はじめの一歩」③基礎・
人材育成～メンタルヘルス対策を知
ろう④基礎・販路開拓～小売りにお
ける見せ方、売り方の基本を知ろう　
講①（株）ウィルパートナーズ・辺見
香織氏②（株）ウィルパートナーズ・
藤田知哉氏③こころサロン創・佐瀬
りさ氏④コクリエイションジャパン
・米山淳子氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に、同センターホームページで申し
込み。

◇
対創業を予定されている方、創業し
て間もない方等
場同センター
問同センター☎☎８５０・
８５２５、町田市産業政
策課☎☎７２４・２１２９

市が所有している物件を一般競争入札で売却します
問市有財産活用課☎☎７２４・２１５１

１２月１日から

町田市と相模原市との市境界の一部を変更します
問総務課☎☎７２４・２１０４

　入札参加案内、現地内覧会、契約条
件等の詳細は、「市有物件売却のご案
内」をご覧ください。
※案内書は市有財産活用課（市庁舎５
階）で配布します（町田市ホームペー
ジでダウンロードも可）。郵送希望の
方は早めにお問い合わせください。

入札参加資格個人及び法人
入札日１月１４日㈭
場市庁舎
申１２月２４日までに直接市有財産活
用課へ。
※郵送の場合は１２月２１日まで（必
着）に提出してください。

　１２月１日付で町田市と相模原市と
の市境界の一部を変更します（都県
境も同時に一部変更となります）。
　市境界の変更は、境川の改修によ
り生じた飛び地のため、日常生活や
土地利用に不都合が生じている方の
要望に応える事業です。

　変更する区域は、相原町と小山町
の一部約１．３㎞の区間です。今回の
変更により、町田市の行政面積は約
１２３０平方メートル増加します。
※詳細は町田市ホームページをご覧
ください。

売却予定物件
物件
番号 種類 所在・地番

家屋番号
地目
種類

地積・床面積
（公簿）／㎡

用途地
域・構造

建ぺい
率（％）

容積率
（％）

最低売
却価格
（万円）

１ 土地 金森二丁目
８９２番４　外

宅地
山林 １６８．２５

第一種
中高層
住居専
用地域

５０ １００ ２５９４

２

土地 西成瀬一丁目
２２２９番２ 宅地 ５１１．６４ 準住居

地域 ６０ ２００

５５８２
（税別）

建物
西成瀬一丁目
２２２９番２の２
（旧成瀬あお
ぞら会館）

給油所
１階　１４０．５２
２階　１５０．３２
合計　２９０．８４

鉄骨造
亜鉛メ
ッキ鋼
板 葺２
階建

※建物には、別途地方消費税が加算されます。なお、土地建物の価格割合は、土地９１．４
％、建物８．６％となります。
※事情により売却を中止、または一部変更する場合もあります。


